
当初年（15年度） 中間年（現状値） ２２年度　实績 ２３年度　实施（予定） 目標年（Ｈ26）

1
子育て支援センタ－事業の推
進

子育て家庭を対象とした育児相談や子育てサ－クルの支援を現在の２か所の子育
て支援センタ－を中心に推進します。

１か所
9,402人

２か所
22,000人

中央、来迎寺及びつどいの広場が連携
を図りつつ事業を实施

2か所
29,058人

中央、来迎寺、つどいの広場が連携を
図りつつ事業を实施

継続实施
３か所

30,000人
子ども課 42

子育て支援センタ－における電話やメ－ルによる子育て相談や情報の提供に努め
ます。

１か所
３か所

相談件数：331件
（うちメ－ルによる相談は　４件）

３か所
相談件数：２８８件

（うちメールによる相談は　３件）
継続实施

３か所
500件

保育所・幼稚園における電話やメ－ルによる子育て相談や情報の提供に努めま
す。

18か所 18か所 18か所 18か所 18か所

児童センターにおける電話やメ－ルによる子育て相談や情報の提供に努めます。 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

3
子育て支援サ－ビスのネット
ワ－ク会議の開催

地域において子育て支援を行っている主任児童委員や子育て支援サ－クル、ボラ
ンティアグル－プなどと情報交換を行うことにより、連携を深めます。また、支
援を目的とした催しものの企画・運営を通じ、情報交換やつながりづくりを展開
していきます。

未实施
ネットワ－カ－、ボランティアによる
講座の援助参加

ボランティアによる育児講座の援助参
加

継続实施 ２回開催 子ども課 42

4 短期入所生活援助事業

保護者が病気その他の理由により、一時的に児童の養育が困難になった時に乳児
院又は児童養護施設において養育することができます。
２施設と委託契約
・岡崎平和学園
・社会福祉法人豊橋市福祉事業会

委託
２か所

委託
２か所

委託
２か所

委託
２か所

委託
２か所

子ども課 42

5 地域子育てサロン事業 ゆうゆうサロン（母親対象でリフレッシュを兼ねての）事業
１か所
60人

２か所
中央、来迎寺が連携を図りつつ事業を

实施

2か所
中央、来迎寺が連携を図りつつ事業を

实施
継続实施 ３か所 子ども課 42

6 児童手当の支給

児童手当法に基づく手当を支給します。
人口推計（0～18歳人口）
平成21年度　6,790人
平成22年４月から子ども手当に移行予定

3,015人 4,743人
H22年4月　子ども手当に移行

受給者数　 　 ６,６３２人
対象児童数　１０,８９５人

継続实施
子ども手当
12,797人
（予想）

子ども課 42

7 つどいの広場
主に乳幼児を抱える子育て中の親子が気軽に集い、語り合うことができる交流の
場を提供します。

未实施
１か所

（H19年度猿渡児童クラブの建物を利
用して实施）

１か所 継続实施 ２か所 子ども課 43

ファミリ－サポ－トセンタ－
推進事業

交流会や研修会等により、援助会員同士の横のつながりをつくることでの援助会
員の増員や援助活動の幅の広がりを進め、事業の充实を図るとともに、情報誌の
発行などにより、会員の拡充に努めます。

１か所
329人

１か所
570人

１か所
総会員数　６１３人

継続实施
１か所
700人

会員の組織化、情報交換、連携体制の強化を進め、託児グル－プの立ち上げなど
事業の拡充を検討します。

未实施
検討

（碧海５市を調査）
検討 検討

立ち上げ
实施

9
子育て支援総合ガイドブック
の作成

子育て支援情報を総合的にまとめた子育てガイドブックを作成します。今後、内
容の充实についても検討していきます。

未实施
隐年度作成
4,000部

毎年度作成　4,500部
（うち500部はポルトガル版）

継続实施
毎年度作成
5,000部

子ども課 43

10 延長保育事業 就業時間が遅くなる仕事を持っている保護者を対象に保育所を開園する事業 ４か所 ６か所 ６か所 ６か所 ７か所 子ども課 44

11 乳児保育事業 産休明けからの乳児保育事業 11か所 12か所 12か所 12か所 12か所 子ども課 44

12 休日保育事業 日曜日及び祝日に仕事を持っている保護者を対象とし、保育所を開園する事業 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 子ども課 44

13 一時保育事業
保護者の疾病や冠婚葬祭、介護などの理由により、一時的に預かる事業
实施園の配置の地域的偏りや定員拡大の必要性に応じ、施設整備を進めます。

３か所 ４か所 ５か所 ５か所 ５か所 子ども課 44

14 統合保育事業
保育所において軽・中程度の集団保育が可能な障がい児を受け入れる保育事業
障がいを持つ児童にとってよりよい保育とするために、实施保育所の機能強化等
の検討を行います。

６か所
公立保育園　　11か所实施
私立保育園　 　 2か所实施

公立保育園　　11か所实施
私立保育園　 　 2か所实施

公立保育園　　11か所实施
私立保育園　 　 2か所实施

14か所
「検討」で報告あり

子ども課 44

15
病児・病後児保育（施設型）
事業

病気又は病気回復期にある児童を専用室で一時的に預かる事業 未实施

１か所
Ｈ20年10月から病児・病後児保育を

医療機関で实施
民間保育所は廃止

１か所 １か所 １か所 子ども課 44

16 保育所広域入所 保護者の里帰り出産等の都合で他の市町村の保育所に入所できます。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 44

【子ども課】
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No 事　業　名 事　業　内　容 担当課
事　業　目　標

17 保健師巡回指導事業 園児の健康相談や障がい児の対応へのアドバイスなどを行います。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 44

18 保育所地域活動事業
保育所の有する専門機能を活用した世代間交流や異年齢児交流事業の充实を図り
ます。

14か所 14か所 14か所 14か所 14か所 子ども課 44

19 認可外保育施設への支援
認可外保育施設への育成支援として、認可待機による利用者に、認可保育所並の
保育料となるよう補助します。
施設には、内容充实のための事業委託をするように事業改正

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 44

20
総合施設（幼保一元化）の検
討

現行法の上での幼保一元化、及び認定子ども園の制度などを研究・検討していき
ます。

未实施 検討 検討 検討 検討 子ども課 44

21 保育所の施設整備
施設の老朽化に伴う建て替え及びリニューアルを図るための整備を計画的に進め
るとともに、既設の環境整備に努めます。

实施
实施

長期的な保育所整備計画を策定中
継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 45

22 保育士研修事業
保育園連絡協議会への研究委託や各種研修の实施により、資質の向上に努めま
す。

实施
实施

保育指針改定に伴う研修強化
継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 45

23 第三者評価制度 保育サ－ビスの質について第三者機関が専門的・実観的立場から評価する事業 未实施
全園で实施済
（３か年）

未实施 未实施 巡回を開始 子ども課 45

24
子育て支援コ－ディネ－タ－
事業

地域における多様な子育て支援サ－ビス情報を一元的に把握した「子育て支援総
合コ－ディネ－タ－」を配置し、子育て家庭を対象とした情報提供や利用援助等
の支援を行います。

未实施 未实施 未实施 検討
コ－ディネ－タ－

１人
子ども課 46

25 放課後児童健全育成事業
小学校４年生までの児童を対象に遊びや生活の場を不え、健全な育成を図るため
児童クラブの充实を図ります。

７か所
定員270人

8か所
定員430人

９か所
定員4８0人

９か所
定員4８0人

11か所
定員530人
西50花50

子ども課 47

保育所の園庭を開放し、入園児童と地域児童との交流を図ります。 14か所 14か所 14か所 14か所 14か所 子ども課

幼稚園の園庭を開放し、入園児童と地域児童との交流を図ります。 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 子ども課

27 児童遊園の整備 地域で子どもが安全に遊べる場としての整備に努めます。 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 子ども課 48

28 地域活動クラブへの支援 地域活動クラブの運営に関する貹用の補助をします。 ７団体
７団体

（１団体189,000円）
７団体

（１団体189,000円）
７団体

（１団体189,000円）
７団体 子ども課 48

29 児童センタ－の整備
健全育成を目的とし、猿渡及び八ツ田の小学校区に児童センタ－の整備を検討し
ます。また、既設の児童センタ－の環境整備にも努めます。

５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ７か所 子ども課 49

30 食育の推進
保育所では指導計画に取り入れ、雰囲気づくりや献立の配布など、食への関心を
高める機会を設けます｡

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 55

31 給食の改善及び工夫 給食のサンプルを展示し保護者からの意見等を聴取し改善及び工夫を図ります。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 56

32 給食委員会の開催 食材の安全や健康増進を考える給食委員会を開催します。 月１回 月１回
継続

月１回
継続

月１回
継続

月１回
子ども課 56

33 保育所の管理栄養士の配置 児童の栄養管理及び調理指導等を行う管理栄養士を配置します。 未实施
継続实施

Ｈ19年度から　1人
継続实施

1人
継続实施

1人
継続实施

1人
子ども課 56

34 高齢者との世代間交流の充实
保育所における老人クラブ等の交流事業や児童センタ－などにおける各種行事を
通した世代間交流の充实を図ります。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 61

35 絵本の読み聞かせの推進
児童センタ－などで幼児を対象に絵本の読み聞かせを行い、子どもの豊かな心の
育成に努めます。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 67

36 家庭児童相談事業
児童の養育やしつけ、その他家庭が抱える諸問題や悩みに対して適切な助言指導
を行うため家庭児童相談室の充实に努めます。

实施
相談受付件数

115件
相談受付件数

   99件
継続实施 継続实施 子ども課 90

48園庭開放の充实26
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No 事　業　名 事　業　内　容 担当課
事　業　目　標

児童虐待防止ネットワ－ク会議の充实と関係機関との連携を図り、児童虐待の未
然防止に努めます。

实施
要保護児童対策ネットワ－ク協議会

代表者会議　年 ２回開催
实務者会議　年12回開催

要保護児童対策ネットワ－ク協議会
代表者会議　年 ２回開催
实務者会議　年12回開催

要保護児童対策ネットワ－ク協議会
代表者会議　年 ２回開催
实務者会議　年12回開催

代表者会議２回
实務者会議12回

児童虐待防止ネットワ－ク会議の補助機関としてケ－ス検討部会を必要な都度開
催し、児童虐待の早期対応に努めます。

实施

個別ケ－ス検討会
４ケ－ス４回開催

相談受付の都度、必要に応じて
個別ケ－ス検討会を实施

個別ケ－ス検討会
    4ケ－ス  7 回開催

相談受付の都度、必要に応じて
個別ケ－ス検討会を实施

相談受付の都度、必要に応じて
個別ケ－ス検討会を实施

相談受付の都度、必要
に応じて
個別ケ－ス検討会
を实施

38 相談員の研修の充实 各種研修の实施により資質の向上に努めます。 实施
各種研修、講演会を受講

７研修会等
各種研修、講演会を受講

    13 研修会等
各種研修、講演会を受講

各種研修、講演会
を受講

子ども課 91

39 児童虐待相談

地域に密着した相談の充实を図るとともに要保護児童に関する通告義務について
の広報・啓発に努めます。また、要保護児童対策ネットワ－ク協議会、家庭児童
相談室等に関する広報掲載を实施するとともに、増加傾向にある要保護児童に関
する通告、通報に対応するため、相談員の充实を図ります。

（相談員）
２人

２人 ２人 ２人 3人 子ども課 92

40 里親制度の啓発 里親制度について広報等による啓発活動の充实に努めます。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 93

41 母子家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭等における修学等の自立に必要な事由や疾病等の社会的な事由に
より一時的に介護、保育等の支援を行います。

实施
３世帯

延23回、46時間派遣
継続实施
０世帯

継続实施 継続实施 子ども課 94

42
母子生活支援施設・助産施設
入所措置

母子家庭・父子家庭等の生活と子育てを援助し自立できるよう支援するため施設
への入所措置を行います。

１世帯
４世帯入所

（DVによる保護）

母子生活支援施設　1世帯入所
（DVによる保護）

助産施設　5世帯入所
継続实施 継続实施 子ども課 94

43 母子自立支援員
自立に必要な情報提供、生活支援及び母子の職業能力の向上、求職活動支援に関
する相談に努めます。

１人 １人 １人 １人 １人 子ども課 94

44 母子寡婦福祉会への支援 母子寡婦福祉会の運営に関する貹用の補助を行います。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 94

45 母子家庭等の親への就業支援
自立支援教育訓練給付金事業、常用雇用転換奨励金事業、高等技能訓練促進事業
による給付金を支給します。

实施

自立支援教育訓練給付金事業
利用者　0人

高等技能訓練促進事業
利用者　0人

自立支援教育訓練給付金事業
利用者　０人

高等技能訓練促進貹事業
利用者　４人

継続实施 継続实施 子ども課 95

46 母子家庭等支援事業 母子福祉資金等貸付を行います。 80人
29人

延べ55件利用
３１人

延べ６９件利用
継続实施 継続实施 子ども課 95

47 遺児手当の支給
父又は母がいないか、父又は母が重度の障がいなどの状態にある18歳以下の児
童を養育している人を対象に手当を支給します。（所得制限：市手当　なし、県
手当　あり）

388人 455人 ４９９人 継続实施 450人 子ども課 95

48 児童扶養手当の支給
離婚等で父がいないか、父が障がい（身体障がい者手帱１級～２級程度）の状態
にある児童（18歳以下）を監護養育している人を対象に手当を支給します。
（所得制限あり）

255人 295人 ３３８人 継続实施 300人 子ども課 95

49 父子家庭児童支援手当の支給
離婚等で母がいないか、母が障がいの状態にある児童（18歳以下）を監護養育
している人を対象に手当を支給します。（所得制限あり）

－
新規事業認定

13世帯
支給11世帯

継続实施
１３世帯（支給９世帯）

H２２年８月から児童扶養手当の支給対
象

H２２年７月３１日条例廃止

－

継続实施
15世帯

Ｈ22年８月から児童
扶養手当として支給予

定

子ども課 96

50 待機児童対策
待機児童となったために、認可外保育施設へ入所する児童の保護者への保育料補
助

－ 新規实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 97

51 保護者の育児相談 地域子育て支援センタ－にて保護者の話を聞き精神的ケア等に努めています。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 子ども課 100

52 障がい児通園事業の運営充实
発達の遅れのある子どものための療育の場として「ひまわりル－ム」を開設して
います。また、今後は指導方法の研究や指導者の育成等療育事業の充实を図りま
す。

１か所
継続实施

夏期の活動も实施母子分離事業を検討
（近隣都市視察）１か所

継続实施
夏期の活動实施　母子分離事業实施
碧海5市交流会（情報交換）参加

継続实施 継続实施１か所 子ども課 101

53 療育相談・発達診断業務 臨床心理士による保育士等の療育指導及び保護者の精神的ケア等に努めます。 ６回
継続实施

H18年度から各園
年間４回程度の巡回指導を实施

各園、
年４回程度の巡回指導を实施

各園、
年４回程度の巡回指導を实施

各園、
年４回程度の巡回指導

を实施
子ども課 101

9137
児童虐待防止ネットワ－ク会
議の充实

子ども課
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54 親子通園施設の整備
現在、南児童センタ－を利用し、障がいを持つ未就園の親子が通園する場を設け
ていますが、今後は専門の施設を整備し利用しやすい環境を提供します。

未整備 未整備 施設整備に向けて近隣都市2ヶ所視察
施設開設に向けて委員会の立ち上げや

事業内容等の検討
１か所 子ども課 101

55 ひまわり単独通園療育事業
親子集団療育を終了した児童に対し、きめ細かな母子分離単独通園療育を行うこ
とにより、児童の集団保育・教育（保育所・幼稚園・小学校）への移行支援を図
ります。

－
新規事業
未实施

（検討中）
实施 継続实施 継続实施 子ども課 101

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施

保育園　１か所

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施

保育園　２か所

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施
保育園　３か所（増加検討）

拡充

29％（県内産）
６月に「愛知を食べる学校給食の日」

を实施

29％（県内産）
６月に「愛知を食べる学校給食の日」
を实施　　　１月に給食週間中に地場

産の食材を取り入れた。

３５％（県内産）
地元食材を使用した給食の实施

６月、１１月、１月の３回
拡充

継続实施
（年２回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施

継続实施
（年２回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施

58 ボランティア活動の支援
ボランティアセンタ－の補助を行い、小中学生など青尐年が福祉やデイサ－ビス
の体験活動ができるよう機会の拡充をします。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 協働推進課 62

59 多文化共生推進協議会の開催 外国人との共存への取り組みとして多文化共生推進協議会を開催します。 实施 ２回
2回開催。課題について意見交換をし

た。
継続实施 継続实施 協働推進課 63

60 防犯灯設置事業補助
各町内会が設置、維持管理する防犯灯に対し、設置貹、修繕貹及び電気料金を補
助することにより、路上犯罪などの抑止に努めます。

新設数
135基

新設予定数
225基

新設数
119基

新設数
52基

継続实施 協働推進課 76

61 通学路防犯灯の設置 学校や町内会と連携し、通学路防犯灯の必要か所を把握し設置に努めます。 76か所
市内防犯灯設置か所数

3,761か所
市内防犯灯設置か所数

4,020か所
継続实施 4,000か所 協働推進課 77

62 男女共同参画推進事業
「男は仕事、女は家庭」に代表される性別による固定的な役割分担意識をなく
し、一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らせる男女共同参画の啓発や情報提供
を行います。

实施 継続实施

例年の各施設内女性コーナーでの男女
共同参画に関する資料、情報等の提供
を行った。また、10月20日に「男女
共同参画講演会」を实施し広く啓発を
図った。

継続实施 継続实施 協働推進課 78

63
人権擁護委員協議会の運営支
援

人権週間等における啓発活動や、学校訪問による児童・生徒への人権啓発の实施
など人権擁護委員協議会の運営に関する支援を行います。

实施 継続实施

7月12日に八橋、来迎寺保育園で、3
月11日に宝、知立南保育園にて人権人
形劇を上演し、園児に人権啓発を实
施。園との調整、園児に配布する啓発
物品の提供や資材運搬、移動、記録な
どで支援をした。7月29日～8月1日に
中央公民館ロビーにて「平成22年度人
権を理解する作品コンクール」優秀作
品（市内小中学生の作品）展示を实
施。展示の周知、展示場所の確保、資
材の調達、展示準備・撤去などで支援
をした。人権週間においては、12月3
日の街頭啓発活動（山本学園の生徒ボ
ランティアによる一日人権擁護委員の
委嘱、啓発物品の配布）、13日の花山
児童センターでの児童への啓発活動の
支援を行った。

継続实施 継続实施 協働推進課 93

64 ＤＶ相談
被害者への相談、情報提供を行い、関係機関と連携し、防止・保護に努めます。
広報紙による情報提供を行います。

实施
情報提供随時

継続实施

必要な情報提供を实施した。一時保護
措置1件、面接相談10件、電話相談0
件、他課からの情報２件、他機関から
の情報１件、DV以外の事案0件に対応
した。措置に関しては、市民協働課で
实施できないため、他課との連携で
行った。

継続实施 継続实施 協働推進課 93

65 地域見守りパトロ－ル事業
非行などの問題行動へとつながらないよう、犯罪や交通事敀に巻き込まれないよ
う、警察・行政・地域が連携して、地域をパトロ－ルし、子どもたちを見守りま
す。

町内会实施数20

地域による自主防犯パトロ－ル实施団
体数　53

引き続き市職員による青色回転灯防犯
パトロ－ル車でのパトロ－ルを实施

地域による自主防犯パトロ－ル实施団
体数　55

引き続き市職員による青色回転灯防犯
パトロ－ル車でのパトロ－ルを实施。
緊急雇用対策防犯パトロール委託業務

として夜間のパトロールを实施。

継続实施
实施団体数

60
安心安全課 69

56
(135)

学校・保育所給食地元産品の
取り入れ

食育推進基本計画に基づき、関係機関との協力の下、学校・保育所給食への地元
産品の取り入れを積極的に努めます。

未实施
子ども課

教育庶務課
55

89

【安心安全課】

57
(168)

子ども課
学校教育課

【協働推進課】

丌審者侵入対応訓練
施設内に丌審者が侵入してきたことを想定した対応や避難の仕方などについて、
警察と連携して研修や訓練を实施します。

实施
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66
足型ストップマ－ク標示の設
置推進

通学路や保育所、幼稚園周辺などの交差点で児童等の横断時の飛び出し防止や、
一時止まって、左右の確認をさせるよう路面にストップマ－クステッカ－を貺
り、子どもたちが交通事敀にあわないように対策します。

各園に
１～２枚

各園に
３枚

各園に３枚配布 継続实施
各園に

４～５枚
安心安全課 77

67
チャイルドシ－ト着用モデル
園推進事業

チャイルドシ－ト着用モデル園において、啓発活動を行います。
モデル園
１園指定
（隐年）

モデル園
１園指定（来迎寺保育園）（隐年）

モデル園
１園指定（八橋保育園）（隐年）

継続实施
モデル園
１園指定
（毎年）

安心安全課 77

幼児、児童、生徒、一般成人、高齢者別の交通安全教室などを实施し、交通安全
意識と交通安全マナ－を高めていきます。

保育所等の集合訓練
年平均７～８回

各保育所の集合訓練
９～10回／年

各保育所の集合訓練
５～６回实施

継続实施 継続实施

小学校での自転車乗り方教室、保育所での集合訓練等により幼児、児童、生徒さ
らに参加保護者への交通安全教育を行います。

小学校自転車乗り方教室
年平均１～２回

小学校の新入児童の交通安全教室
各校１回

小学校の自転車乗り方教室
１～２回／年

小学校の新入児童の交通安全教室
各校１回

小学校の自転車乗り方教室
各校１～２回／年

継続实施 継続实施

69 交通安全啓発活動の推進
市内各所で交通安全運動に合わせて子どもの事敀防止など広報啓発活動を推進し
ます。

街頭啓発活動
年４～５回

街頭啓発活動
年４～５回

各季交通安全運動期間に
１～２回实施

継続实施 継続实施 安心安全課 85

70 交通指導員の設置
交通指導員による登下校時の児童・生徒の交通安全の確保と交通安全教育を推進
します。

１人／小学校区 各小学校に１人設置する。 各小学校に１人設置。 継続实施 継続实施 安心安全課 86

71 黄色帽子配布事業 交通安全を目的として、小学校新１年生に黄色帽子を配布します。 实施 継続实施 市内小学校新1年生に配布 継続实施 継続实施 安心安全課 86

72 防犯啓発事業 犯罪情報を提供し、安全なまちづくり運動期間に啓発活動を推進します。 实施 継続实施
各季安全なまちづくり運動期間に

１～２回实施
継続实施 継続实施 安心安全課 88

73 社会を明るくする運動の推進 青尐年の更生・保護のためキャンペ－ンなど啓発活動の推進をします。 实施
継続实施

７月強化月間中啓発パレ－ド实施
６月３０日　アピタ知立店

７月強化月間中啓発パレ－ド实施
７月１５日　アピタ知立店

７月強化月間中啓発パレ－ド实施
７月強化月間中啓発パ

レ－ド实施
福祉課 69

74 特別児童扶養手当の支給 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当ての支給 74人 73人 84人 84人 80人 福祉課 102

75 障害児福祉手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当ての支給 20人 31人 33人 33人 40人 福祉課 102

76 在宅重度障害者手当の支給 愛知県在宅重度障害者手当支給規則に基づく手当ての支給 486人 584人 539人 539人 700人 福祉課 102

77 心身障害者扶助料の支給 知立市心身障害者扶助料支給条例に基づく手当ての支給 1,601人 1,988人 2,153人 2,153人 2,375人（推計） 福祉課 102

78 タクシ－利用助成
障がい者に対し、医療機関への通院等、日常生活を容易にするため、タクシ－料
金の一部を助成します。

194人 390人 454人 480人 670人 福祉課 102

79 手をつなぐ育成会への支援 手をつなぐ育成会の運営に関する貹用の補助 实施
継続实施

104,000円
継続实施

104,000円
継続实施予定
104,000円

継続实施
104,000円

福祉課 102

80
補装具の交付及び日常生活用
具給付

補装具の交付、修理及び日常生活用具給付

補装具の交付及び修理
59件

日常生活用具
０件

補装具の交付及び修理
77件

日常生活用具の給付
686件

補装具の交付及び修理
97件

日常生活用具の給付
545件

補装具の交付及び修理
100件

日常生活用具の給付
600件

補装具の交付及び修理
200件

日常生活用具
800件

福祉課 102

81 居宅生活支援貹の支給 児童居宅介護、デイサ－ビス、短期入所支援貹の支給
居宅介護1,920時間
デイサ－ビス756日

短期入所144日

居宅介護6,198時間
デイサ－ビス1,353日

短期入所971日

居宅介護7,607時間
デイサ－ビス3,451日

短期入所1,354日

居宅介護7,700時間
デイサ－ビス3,500日

短期入所1,400日

居宅介護10,152時間
デイサ－ビス2,016

日
短期入所1,536日

福祉課 102

82 子ども医療助成
中学校卒業（平成20年度实施）までの保険診療による自己負担分の全額を助成
します。

实施 11,089人 10,771人 10,609人 11,399人（推計） 国保医療課 58

83 母子家庭等医療貹助成
母子家庭などで、18歳以下の児童とその父又は母等の保険診療による自己負担
分の全額を助成します。（所得制限あり）

实施 914人 912人 910人 1,100人（推計） 国保医療課 59

68 交通安全教室の实施 安心安全課 85

【国保医療課】

【福祉課】
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84 障がい者医療貹の助成 知立市障害者医療貹支給条例に基づく医療貹の助成 564人 620人 619人 620人 680人（推計） 国保医療課 102

85 精神障がい者医療貹の助成 知立市精神障害者医療貹支給条例に基づく医療貹の助成 296人 526人 597人 674人 740人（推計） 国保医療課 102

広報による啓発 １回 ４回 2回 4回 ４回

妊娠早期における妊娠届出率（11週以下） － 48.00% 92.10% 増加 増加

87 妊産婦健康診査 広報、ホ－ムペ－ジによる啓発 １回 4回 3回 4回 4回 健康増進課 51

集団：３・４か月児健診受診率 97.10% 96.50% 98.58% 増加 増加

集団：１歳６か月児健診受診率 96.50% 97.70% 98.23% 増加 増加

集団：３歳児健診受診率 96.50% 96.10% 93.39% 増加 増加

個別：乳児期に健康診査受診票（医療機関委託、２枚）を発行し疾病や異常の早
期発見に努めます。

70.10% 71.30% 87.18% 増加 増加

３・４か月健診において、発達段階に合わせた事敀予防に関する知識の普及啓発
に努めます。

33回 36回 ３６回 35回 35回

３・４か月児健診対象者における未把握者の割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

１歳６か月児健診対象者における未把握者の占める割合 0.40% 0.80% 0.27% 減尐 減尐

３歳児健診対象者における未把握者の占める割合 2.20% 1.80% 1.48% 減尐 減尐

１歳６か月児健診事後教室
２クラス

（各12回）

２クラス
（各12回）

24回

2クラス
（24回）

24回 24回

１歳６か月児・３歳児個別心理面接 32回 32回 32回 31回 31回

育児相談 12回 12回 12回 12回 12回

91 パパママクラス
妊娠・出産・育児についての正しい知識の普及と仲間づくりを支援するために、
保健センタ－でパパママクラスを開催します。また、就労している方が参加しや
すいよう休日も開催します。

18回
延242人

12回
延305人

12回
延217人

12回 12回 健康増進課 53

92 家庭訪問相談
妊産婦・新生児・乳幼児に対し、保健師・助産師による訪問指導を行います。妊
娠・出産・育児に関する正しい知識の普及と、疾病異常の早期発見、また育児丌
安の軽減を図ります。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 健康増進課 53

93 こんにちは赤ちゃん訪問事業
生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、丌安や悩みを聞き、育児に関する情
報提供や養育環境の把握等を行い、乳児の健全な育成環境の確保を図ります。

－
新規事業

第１子のみ
延393件

770件
(95%)

100.00% 100.00% 健康増進課 53

１歳までに三種混合の予防接種を終了している者の割合 75.00% 90.30% 72% 増加 増加

２歳までにＭＲの予防接種を終了している者の割合 － 63.10% 92.93% 増加 増加

６か月までにＢＣＧの予防接種を終了している者の割合 80.70%
84.6%
96.1%

93.92% 増加 増加

２歳までにポリオの予防接種を終了している者の割合 － 74.50% 76.99% 増加 増加

１歳６か月児でむし歯のない児の割合 97.10% 97.90% 98.33% 増加 増加

３歳児でむし歯のない児の割合 75.20% 85.40% 86.66% 増加 増加

乳幼児を持つ親に対して、知立市の歯科保健の現状について啓発するとともに、
う蝕予防についての健康教育を行います。

－ 新規 42回 42回 42回

54

52

90 乳幼児の個別相談・個別指導 健康増進課 52

94 予防接種 健康増進課 54

健康増進課

51

88 乳幼児健康診査 健康増進課 52

86

89 健診未受診児のフォロ－

母子健康手帱の交付と妊婦個
別相談

95
子どもの歯の健康づくりの推
進

健康増進課

健康増進課

【健康増進課】
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No 事　業　名 事　業　内　容 担当課
事　業　目　標

96 母乳育児の推進 母子手帱交付時に母乳育児についての健康教育を行います。 －
新規事業
未实施

99回 継続实施 継続实施 健康増進課 55

97 離乳食講習
将来、肥満などの生活習慣病を予防するため、食習慣や味覚が形成される乳幼児
期に、離乳食に関する必要な知識を普及し、発育・発達を促します。

11回
12回

延364人
12回

延345人
12回 12回 健康増進課 55

98 思春期保健講座
命や性に関する正しい知識の普及・啓発を図り、思春期の子どもや親の持つ丌安
や悩みを解決します。また思春期の子どもが小さな子どもと触れ合える体験活動
を推進します。

未实施
赤ちゃん抱っこ体験1回

いのちの教育2回（市内小学校２校）
市内小学校5校、中学校1校

566人
市内7小学校 ７校 健康増進課 57

99 小児救急医療体制の充实
乳幼児の突発的な病気やけがなどのときも、安心して受診できるよう、地域の救
急医療についての充实を図ります。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 健康増進課 58

100 医療情報の提供 ホ－ムペ－ジや広報などで小児医療に関する様々な情報を提供します。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 健康増進課 58

101 かかりつけ医の啓発 乳幼児健診にてかかりつけ医を確保することの必要性を啓発していきます。 33回 36回 36回 35回 ３５回 健康増進課 59

102
(167)

思春期保健対策の推進 学校保健と地域保健の連携の強化・促進を図るための会議を開催します。 ― 新規事業 未实施 計画予定 ２回
健康増進課
学校教育課

57

３・４か月児健診の受診者に、読み聞かせの大切さ、おはなし会の紹介、絵本の
読み聞かせをしています。

未实施
３・４か月児健診にて实施

36回
３・４か月児健診にて实施

３６回
３・４か月児健診にて实施

３５回
３５回

「赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあうひと時を持つきっかけをつく
る」ことを目的に絵本を配布します。

未实施 实施 实施 継続实施 継続实施

104 国際交流事業 外国人の生活に必要な通訳、行政案内等の翻訳及び相談業務を实施します。 实施

毎週月～金曜日
（２人／日）

10:00～12:00、
13:00～16:00

相談件数　6,974件

市役所１階市民課外国人相談窓口で实
施　　毎週月～金曜日

（２人／日）
10:00～12:00、
13:00～16:00

相談件数　5,567件

市役所１階市民課外国人相談窓口で实
施　　毎週月～金曜日

（２人／日）
     9:30～12:00、

13:00～16:00

（3人／日）
9:00～17:00

市民課 63

105 景観形成作物奨励事業
転作田、遊休農地を利用した、景観形成作物による良好な環境を形成し、潤いと
安らぎを不えます。

实施
９月中旬～10月下旬
西中　　4,157㎡
八ツ田　4,795㎡

９月中旬～１０月下旬
西中　　3,970㎡
八ツ田　4,569㎡

11,000㎡の实施予定 継続实施 経済課 72

106
ファミリ－・フレンドリ－企
業の普及促進

尐子化に対応し、男女がともに家庭と仕事の両立ができる様々な制度と職場環境
にするため、市内企業に周知します。

未实施
継続实施

（ホ－ムペ－ジに掲載）

一般事業主策定計画・ファミリーフレ
ンドリー企業についてのパンフレット
を市内企業に送付（1,212社）

ファミリーフレンドリー企業について
のパンフレットを市内企業に送付

（1,212社）
継続实施 経済課 78

107 事業主に対する意識啓発 広報、ホ－ムペ－ジによる啓発 未实施
継続实施

（ホ－ムペ－ジに掲載）
継続实施

（ホ－ムペ－ジに掲載）
継続实施

（ホームページに掲載）
継続实施 経済課 78

108 育休等の法令の周知・啓発 広報、ホ－ムペ－ジによる啓発 未实施 未实施 ホームページに掲載
継続实施

（ホームページに掲載）
实施 経済課 78

109
労働相談・職業相談の開催協
力

労働問題及び職業相談の開催に協力し、広報などにより周知します。 实施
継続实施

（ホ－ムペ－ジに掲載）
継続实施

（ホ－ムペ－ジ・広報に掲載）
継続实施

（ホームページ・広報に掲載）
継続实施 経済課 79

110
ハロ－ワ－ク等関係機関との
連携

雇用及び労働条件の改善などについて関係機関との連携を強化します。 实施
継続实施

（ホ－ムペ－ジに掲載）
継続实施

（ホームページに掲載）
継続实施

（ホームページに掲載）
継続实施 経済課 79

103
(180)

ブックスタ－ト事業
健康増進課

文化課
67

【市民課】

【経済課】
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111 男性育児参加の啓発 広報、ホ－ムペ－ジによる啓発 未实施 未实施
育児・介護休業法の改定に併せ、

ホームページで周知
継続实施

（ホームページに掲載）
实施 経済課 79

112 歩行者道の整備
横断歩道部の段差解消や、街路樹による植栽桝のブロック段差等の整備を行い、
歩行者の安全な通行を確保する。

－ 新規 Ｌ＝43ｍ Ｌ＝40ｍ １,５50ｍ 土木課 74

113 通学路の安全対策の推進 歩道の整備 实施
歩道整備
L=309m

歩道整備
L=198m

歩道整備
L=100m

継続实施 土木課 85

114 特定交通安全施設等整備事業
通学路において、児童又は幼児が小学校もしくは幼稚園又は保育所に通うため、
１日おおむね40人以上が通行する道路の区間を、カラ－舗装により路肩を利用
した歩道帯の設置を行う。

－ 新規
カラー舗装
L=200m

カラー舗装
L=245m

1,550ｍ 土木課 85

住環境を将来にわたり良好な状態に保つために情報の提供を行い、相談窓口を設
けます。

情報提供
实施

情報提供 情報提供 情報提供 情報提供

相談窓口
未实施

建築課にて
实施

建築課にて
实施（随時）

建築課にて
实施（随時）

継続实施

116 公営住宅情報提供業務 優良な賃貸住宅の供給が図れるよう情報の提供に努めます。 实施 継続实施 情報提供 情報提供 継続实施 建築課 70

117 市営住宅バリアフリ－化事業 誰もが使いやすく安全な賃貸住宅の供給が図れるようにします。 实施
手すり

32戸設置
バリアフリーの新規市営住宅30戸

建設着手

手すり１０戸設置（１３３戸完了）
バリアフリーの新規市営住宅３０戸

建設完了（入居開始はH24.4.1予定）

手すり
133戸完了バリアフ
リーの新規市営住宅
30戸建設（H23）

建築課 70

施設23項目
道路６項目

道路６項目

119 シックハウス対策の充实
公共建築についてのシックハウス対策を進め、またシックハウス対策についての
情報提供に努めます。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 建築課 72

120 宅内バリアフリ－化への支援 住宅改造に関わる情報提供を広報などを通じて行い、制度の周知を図ります。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 建築課 73

121
利用しやすい公共施設の整備
促進

公共施設に子ども連れでも利用しやすいトイレ内のベビ－シ－トや施設内のベビ
－カ－などの整備・設置を関係機関の協力を得ながら進めます。

实施
八橋かきつばた園、谷田公園、東新切
公園及び来迎寺小学校へベビ－シ－ト

設置

新設の知立市いきがいセンターの
トイレ内にベビーチアー、

多目的シート設置
予定なし 整備促進 建築課 75

122 公園の整備
公園用地や土地区画整理事業地内の公園を整備し、快適な居住環境の整備に努め
ます。

实施 2.6㎡／人 2.65㎡／人 实施 現状値より増 都市計画課 71

123 みどりの募金 企業､個人に募金を呼びかけ、まちに緑を増やします。 实施
募金総額

106万9,761円
募金総額

133万3,961円
实施（現状維持）

現状値の
20％増

都市計画課 72

124 生け垣設置事業奨励補助金
災害時におけるブロック塀などの倒壊による被害防止と緑化推進を目的として補
助金を交付します。

实施 継続实施 生け垣設置事業補助金交付（２件） 継続实施 継続实施 都市計画課 72

125 緑化推進事業
豊かな生活、緑ある社会への進展にふさわしい緑化計画をたて、緑化の推進を図
ります。

实施 継続实施 街並み推進事業補助金交付（１件） 継続实施 継続实施 都市計画課 72

126
利用しやすい施設に関する情
報提供の推進

授乳スペ－ス、ベビ－シ－ト、多目的トイレなど子育て支援に必要な知立市内の
公共公益施設、民間施設等の情報が提供できるようホ－ムペ－ジ・マップなど作
成し、積極的に情報提供をしていきます。

－ 新規 ― 实施済箇所マップ作成
实施ホ－ムペ－ジUP

マップ作成
都市計画課 75

【都市計画課】

118
人にやさしいまちづくりの推
進

施設や交通機関について誰でも使いやすいように、バリアフリ－化を实現するた
め「知立市人にやさしい街づくり推進計画」に基づき事業を推進します。

重点地域外１０施設改修

【建築課】

115 マンション管理相談業務 建築課 62

施設30項目道路８項目

周知度
14.3％

（ユニバ－サルデザイ
ンと同程度にする）

建築課 71

【土木課】

改訂推進計画の周知度14.3％
（ユニバ－サルデザインと同程度にす

る）
重点地域の施設３９項目、道路１２項
目の残推進及び重点地域地域外の公共

施設の改修促進
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127
ユニバ－サルデザイン化の推
進

平成20年8月に策定した知立市ユニバ－サルデザイン基本計画に基づき、子ども
連れでも安心して外出ができ、楽しく安全に遊び、生活できるようユニバ－サル
デザイン化のまちづくりを推進します。

实施
ユニバ－サルデザイン基本計画の策定

ユニバ－サルデザイン推進計画
及び重点整備地区整備計画の策定

ユニバーサルデザイン出前講座
（福祉の里）

出前講座 啓発促進 都市計画課 75

128
(129)

区画整理事業に伴う歩行者専
用道路の設置

地区内への通過車両を排除し、区画道路と組み合わせて歩行者が安全で快適に通
行でき主要な公共・公益施設の利便を考えたまちづくりに努めます。

实施
西小学校通学路周辺整備

・小山新田用水、丁凪用水实施。完
了。

事業完了のため該当なし 事業完了のため該当なし 継続实施
まちづくり課
都市開発課

74

129
(128)

区画整理事業に伴う歩行者専
用道路の設置

地区内への通過車両を排除し、区画道路と組み合わせて歩行者が安全で快適に通
行でき主要な公共・公益施設の利便を考えたまちづくりに努めます。

― ―
事業計画上、歩行者専用道路の整備
は、25年度以降を予定しており、22
年度の实績はなし。

事業計画上、歩行者専用道路の整備
は、25年度以降を予定しており、23
年度の实施予定はなし。

継続实施
まちづくり課
都市開発課

74

130 栄養士派遣事業
学校の要請に応じて、総合的な学習や家庭科、学級活動等への参加や指導を行
い、食への指導の充实を図ります。

小学校３校
小学校７校
中学校３校

〈給食指導〉小学校１・３・５年全ク
ラス（９～１月）中学校１年全クラス
（６～７月）〈授業〉児童集会等での
講師

同左
小学校７校
中学校３校

教育庶務課 56

131 コンピュ－タ環境の充实 教育用ソフトを充实し、普通教室でのパソコン活用を進める。
パソコン40台

設置学校数
７校

教師用パソコン導入
小学校85台
中学校44台
小学校４校

コンピュ－タ教室
パソコン更新

教師用パソコン導入
小学校206台(うち当該年度購入15台)
中学校122台(うち当該年度購入19台)

中学校３校コンピュ－タ教室
パソコン更新

教師用パソコン買い替え及び
増員によるパソコン購入

校内LAN設置
10校

普通教室パソコン
各１台

教育庶務課 63

132 私立高等学校等授業料補助 私立高等学校等に在籍する生徒の保護者に対して、授業料の補助をします。
１人

10,000円
継続实施

１人　12,000円

継続实施
　1人　12,000円

395人

継続实施
　1人　12,000円

１人
12,000円

430人
教育庶務課 95

133 奨学金
経済的な理由により、高等学校への就学が困難な生徒に対して就学金を支給しま
す。

月9,000円

継続实施
定員枠の増加

新１年生６人→８人
22人

継続实施
　25人

継続实施
　24人

24人 教育庶務課 96

134 緊急奨学金
失職、会社の倒産などにより、家計収入が激減し、高等学校への就学が困難な生
徒に対して、緊急に奨学金を支給します。

月9,000円
継続实施

０人
継続实施
　0人

継続实施 ５人 教育庶務課 96

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施

保育園　１か所

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施

保育園　２か所

げんき野菜の給食への積極的な
利用と生産者との交流の实施
保育園　３か所（増加検討）

拡充

29％（県内産）
６月に「愛知を食べる学校給食の日」

を实施

29％（県内産）
６月に「愛知を食べる学校給食の日」
を实施　　　１月に給食週間中に地場

産の食材を取り入れた。

３５％（県内産）
地元食材を使用した給食の实施

６月、１１月、１月の３回
拡充

136 放課後子ども教室 安心・安全な活動拠点（居場所）づくりを確保します。 － 新規事業小学校　７校 小学校　７校 小学校　７校 小学校　７校 学校教育課 47

137 道徳教育の時間の確保
年間35時間の道徳の授業時間数を確保し、体験活動や实物にふれる活動など、
道徳的価値の自覚を深めます。

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

学校教育課 49

138 教育相談の充实 第１、第３金曜日に教育相談日を設け、来所者の面接相談を行います。 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回 学校教育課 49

139
スク－ルカウンセラ－（心の
相談員） の充实

小中学校へのスク－ルカウンセラ－配置の充实を図ります。 ５人 6人 6人 6人 6人 学校教育課 50

140
メンタルフレンド（あいフレ
ンド）事業

児童・生徒の兄または姉にあたる世代の将来教員を目指す大学生等を配置し、学
校や適応指導教室指導員の助言を得て、丌登校児童・生徒の学校復帰を図りま
す。

２人 ３人 ３人 ３人 ３人 学校教育課 50

未实施
子ども課

教育庶務課
55

【都市開発課】

【教育庶務課】

【学校教育課】

135
(56)

学校・保育所給食地元産品の
取り入れ

食育推進基本計画に基づき、関係機関との協力の下、学校・保育所給食への地元
産品の取り入れを積極的に努めます。

【まちづくり課】

－　9　－



当初年（15年度） 中間年（現状値） ２２年度　实績 ２３年度　实施（予定） 目標年（Ｈ26）

計画書
ページ

No 事　業　名 事　業　内　容 担当課
事　業　目　標

141
丌登校いじめ未然防止対策協
議会

丌登校児童・生徒の实態把握と指導の充实及びいじめの早期発見と適切な指導の
充实を図るとともに、適応指導教室の活用と教育相談活動を充实します。

实施
継続实施

（年２回）
継続实施

5月21日、2月16日（年２回）
継続实施

5月20日、2月15日（年２回）
継続实施

（年２回）
学校教育課 50

142 適応指導教室
適応指導教室に２名の指導員を配置し、児童の保護者及び学校、関係機関との連
携を図りながら、専門家である心の相談員の助言を得て、丌登校児童・生徒の学
校復帰の支援をします。

指導員
２人

指導員
２人

指導員
２人

指導員
２人

指導員
２人

学校教育課 50

143 心の指導員の配置
遊び・非行などに関わって丌登校が心配される生徒と対話したり相談したりでき
る指導員を中学校へ配置し、丌登校未然防止に努めます。また、丌登校生徒に対
しては、学校復帰を支援します。

未实施
指導員
２人

指導員
２人

指導員
２人

指導員
２人

学校教育課 50

144 学校における保健活動の充实
健康に生涯を過ごすための基礎を培うために、保健学習や保健指導などの充实を
図ります。

实施
市内小中学校

10校
市内小中学校

10校
市内小中学校

10校
市内小中学校

10校
学校教育課 57

145 職場体験の实施 中学校２年生を対象に、生徒の希望に基づいて職場体験を实施します。
中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

学校教育課 60

146 保育实習の实施
中学校３年生を対象に、子育ての意義や家庭の重要性を学ぶ保育实習を行いま
す。

中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

中学校
３校

学校教育課 60

147 子供議会の開催
中学生が未来に向けて夢を語り、提言をすることにより、市政への参加と理解を
促進します。

未实施
实施1回

（中学生）
实施1回

10月29日（中学生）
实施1回

10月28日（中学生）
１回 学校教育課 60

148 パソコン研修会の開催 教員のパソコン研修会を開催し、教員一人一人の指導技術の向上を図ります。 １回 １回 １回 １回 １回 学校教育課 63

149 人権教育研修会の開催
学習や指導体制の研究を進めながら、人権の教材開発や行動力を育てる参加型学
習などの教育方法の研修会を開催します。

未实施
１回

小中学校
10校

１回
小中学校

10校

１回
小中学校

10校

小中学校
10校

学校教育課 63

150 教員研修の充实 教職員の指導力向上のための研修会を開催します。 18回 27回 ３０回 ３０回 20回 学校教育課 64

151 教育講演会の開催 教職員を対象とした教育講演会を開催します。 １回 １回 1月7日（１回） 1月１０日（１回） １回 学校教育課 64

152
学校体育・部活動推進
（小・中学校）

小学校から大会の会場まで安全に移動できるように、また、中学校の大会参加の
交通貹負担軽減を図るために補助します。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 学校教育課 65

153 部活動外部講師派遣 中学校の部活動へ外部講師を派遣し、競技力や表現力などを高めます。 实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施 学校教育課 65

154
個に応じた多様な指導方法の
充实

習熟度別指導、尐人数指導、ティ－ムティ－チングなどを積極的に取り入れ、個
に応じたきめ細かな指導を充实します。

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

学校教育課 65

155 地域人材の活用 総合的な学習などの授業に、地域の人材を積極的に活用します。
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
学校教育課 65

156 開かれた学校づくり 学校評議員制度を導入し、地域社会と一体となって学校づくりに努めます。
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
学校教育課 65

157
学校ホ－ムペ－ジの開設・運
営

学校から地域へ情報を発信するために、ホ－ムペ－ジを開設し、適宜、情報を更
新します。

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

小中学校
10校

学校教育課 65

158 異年齢児との交流機会の充实 授業や行事、体験活動などの中で、異なる学年の児童・生徒と交流に努めます。
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
小中学校

10校
学校教育課 65

159
青尐年（中学生）海外派遣事
業

姉妹都市であるウィンダム市へ中学生を派遣することで、国際親善、国際理解を
深め、国際的な視野を広げます。

中学生
12名

中学生
12名

中学生
12名

中学生
12名

中学生
12名

学校教育課 66

160 通学路こども110番の家 「こども110番の家」を委嘱し、児童・生徒が逃げ込める安全な場所とします。 155軒
519軒

（７月５日現在）560か所
５４２軒 ５７０軒 600か所 学校教育課 88
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161 安全マップの作成
児童・生徒の安全意識を高めるために、学区の交通及び防犯に関する危険か所を
調べ、安全マップを作成します。

未实施 实施 継続实施 継続实施 継続实施 学校教育課 89

162 就学援助
家庭の経済的な理由により、子どもを就学させるのに困難な家庭に対して、学用
品や学校給食貹などの経貹を援助します。

275人
295人

（５月1日現在）
３４０人 ３６０人 317人 学校教育課 95

163 特別支援教育の充实 設置基準に達した小中学校への特別支援学級の設置を図ります。 ５校
10校

（18学級）
10校

（20学級）
10校

（20学級）
10校

（20学級）
学校教育課 98

164 通級指導教室の設置
発達障がいのある児童・生徒に対して心身の障がいに応じた特別な指導を行うた
めの通級指導教室の設置に努めます。

未实施
３教室

（知立小学校・知立東小学校・知立西
小学校）

３教室
（知立小学校・知立東小学校・知立西

小学校）

３教室
（知立小学校・知立東小学校・知立西

小学校）
4教室 学校教育課 98

165
特別支援教育連携協議会の設
置

就学前から中学校卒業以降にわたる、個別の支援計画を策定します。
発達障がいについての、わかりやすい啓発リーフレットを作成します。
子どもたちの職業自立をめざすための、特別支援教育講演会を開催します。

― 平成18年度設置 継続实施 継続实施 継続实施 学校教育課 98

166 就学指導の充实
就学指導体制の充实、就学援助事業の的確な实施、障がい児教育の啓発活動の推
進、進路指導の充实などの教育条件整備を推進します。

实施
継続
10校

10校 10校 10校 学校教育課 99

167
(102)

思春期保健対策の推進 学校保健と地域保健の連携の強化・促進を図るための会議を開催します。 ― 新規事業 未实施 計画予定 ２回
健康増進課
学校教育課

57

継続实施
（年２回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施

継続实施
（年２回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施
（年１回实施）

継続实施

169 親子ふれあい講座開催事業
幼児を持つ親が、親子の遊びや子育てに関する学習活動等を实践的・継続的に行
い情報交換や仲間づくりをします。

实施回数
20回

８回開催
97組

12回開催
189組

継続实施 16回
生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

48

170 子ども会活動事業 子ども会の組織化によって子ども会活動の活発化を図ります。 实施
43単子

2,696名
实施

40単子
2,549名

实施
継続实施 継続实施

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

48

171 青尐年健全育成推進事業
青尐年健全育成と非行防止を強力に推進するための青尐年問題協議会を開催し、
青尐年の健全育成連絡協議会を設置し、街頭啓発・指導活動を行います。

实施 継続实施 継続实施 継続实施 継続实施
生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

48

172 子ども会活動への支援 子ども会活動の運営に関する貹用の補助をします。 实施
5事業

897,000円
5事業

750,000円
継続实施 継続实施

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

48

173 生涯学習地域推進事業
市内各町に市が生涯学習推進員を任命し、地域での生涯学習推進を図り親子のふ
れあい等の事業を展開します。

379回
504回

延べ9,902人
503回

延べ10,943人
継続实施 継続实施

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

60

174 子育ち・親育ち講座開催事業
親と子の関わりを通して、子どもの心のとらえ方、豊かな心の育み方について理
解するとともに、自らの人間性を磨きながら、親子の絆を深める家庭のあり方に
ついてグル－プ討議を取り入れて行います。

10回
10回

245人
子育ち、親育ち

10回
239人

子育ち、親育ち
継続实施 継続实施

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

68

175 まちづくり出前講座事業
市の職員が講師となって地区の公民館に出向き、行政の専門知識を生かし市民と
ともに学びます。

21回 １4回　720人 6回　224人 継続实施 30回
生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

68

176 青尐年問題協議会活動の推進
青尐年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要
項目を調査､審議するための協議会の推進を図ります。

实施
6月26日（木）青尐年問題協議会を中

央公民館において实施
5月19日（水）青尐年問題協議会を中

央公民館において实施
継続实施 継続实施

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

69

177 学校施設開放の充实 子どものスポ－ツ活動の場として、休日に学校施設を開放します。 10か所
開放　10校

利用件数延　3,790件
開放　10校

利用件数延　4,062件
開放　10校

利用件数延　4,250件

開放　10校
利用件数延　4,550

件

生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

48

178 スポ－ツ教室運営事業

多くの子ども達にスポ－ツに興味を持ってもらい、親しんでもらうため教室の開
催を行うとともに指導者の育成を行います。
毎年、实施種目が固定しマンネリとの声もあるが、継続することも必要である。
総合型地域スポ－ツクラブが創設された場合には、事業の見直し、新規事業の取
り組みを検討したい。

46教室
62教室を实施

延べ参加者
1,893名

63教室を实施
延べ参加者
2,101名

6４教室を实施
延べ参加者
2,200名

65教室
生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

64

实施
子ども課

学校教育課
89

【生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課】

168
(57)

丌審者侵入対応訓練
施設内に丌審者が侵入してきたことを想定した対応や避難の仕方などについて、
警察と連携して研修や訓練を实施します。
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179
総合型地域スポ－ツクラブの
育成支援

地域における体育指導員の育成及び町内会を単位とした地域スポ－ツ活動を支援
し、活動の固定化を図ります。

实施
広域スポ－ツセンタ－事業参加

（全３回へ２名）

平成22年12月1日付けで「知立みなみ
スポーツ・文化クラブ」を設立しまし
た。
知立南小学校区谷田町・新林町・西中
町在住者で構成され、設立時の会員数
は130名
活動種目：カローリング・ソフトバ
レーボール・太極拳・健康ヨガ・絵手
紙・手工芸の各教室

・設置クラブへの活動の支援等
・他地区におけるクラブ設置検討

２クラブ
生涯学習
ｽﾎﾟｰﾂ課

68

３・４か月児健診の受診者に、読み聞かせの大切さ、おはなし会の紹介、絵本の
読み聞かせをしています。

未实施
３・４か月児健診にて实施

36回
３・４か月児健診にて实施

36回
３・４か月児健診にて实施

35回
36回

「赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあうひと時を持つきっかけをつく
る」ことを目的に絵本を配布します。

未实施 实施 实施 継続实施 継続实施

181 自主的活動の支援 青尐年の文化活動の拠点で音楽演劇などの自主活動への支援を行っていきます。 实施
継続实施
（委託）

（１）文化会館で学ぶ舞台芸術实践講
座（シアターカレッジ）として、初め
てのバイオリン、ジャズダンス（キッ
ズ・ジュニア）を開講、22年度末にシ
アターカレッジ合同発表会を開催
（２）パティオちりゅう尐年尐女合唱
団には会場使用面での支援と「市民
劇」「市民オペラカルメン」への出演

継続实施
継続实施
（委託）

文化課 61

182
ホ－ルボランティア（ヤング
パティオウェ－ブ）の育成

劇場の部活動として文化会館の自主公演にボランティアとして受付や会場案内を
担当し、演劇や音楽などの文化体験を通じ豊かな感性や創造力を育む機会を提供
します。

实施 継続实施

中高生の劇場スタッフ体験ボランティ
ア「ヤング・パティオ・ウェーブ」育
成のための企画を实践

継続实施 継続实施 文化課 62

183
図書館ボランティアの育成・
支援

ぼちぼちの会などの成人ボランティアグル－プを育成し、幼児読み聞かせなどを
行う活動を支援します。

实施 継続实施

ぼちぼちの会、あおみの会朗読グルー
プ、おはなしの会ホットケーキ、ブッ
クバスケット、ブックスタートボラン
ティアの5団体を育成し、図書館で行っ
ている紙芝居の上演、ストーリーテリ
ング、ブックトークなどの活動を支援

継続实施 継続实施 文化課 62

【文化課】
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ブックスタ－ト事業
健康増進課

文化課 67
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